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～ はじめに ～ 

「e-Tax ソフト（SP 版）」は、パソコン利用者向けに提供している「e-Tax ソフト（WEB

版）」を、スマートフォンやタブレット端末（以下「スマートフォン等」といいます。）

利用者向けに操作性を最適化した WEB アプリケーションです。 

このマニュアルでは、e-Tax ソフト（SP 版）の利用方法や、留意すべき事項などにつ

いて説明しています。 

 ※ e-Tax ソフト（SP 版）の SP とは【SmartPhone
ス マ ー ト フ ォ ン

】の略称です。  
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１ e-Tax ソフト（SP 版）フローチャート 

 

　

e-Taxソフト（SP版）へログイン（P.９）

e-Taxソフト（SP版）の起動（P.７）

メッセージボックスの確認 （P.５６）

利用者情報がe-Taxに未登録の方（P.１０）

受付システムへの送信、受信通知の確認（P.４５）

利用者情報の登録

利用者情報がe-Taxに登録済みの方（P.１２）

利用端末にルート証明書が

インストールされていない方
利用端末にルート証明書が

インストール済みの方

ルート証明書のインストール

（必要に応じて）

利用者情報の確認・変更

申請・納税手続データの作成（P.１４）

納付（P.５０）

還付金処理状況の確認 （P.５８）

申請・納税手続

所轄税務署にて証明書を受領

納税証明書の交付請

求を行う方はこちら
納付を行う方はこちら
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２ e-Tax ソフト（SP 版）のご利用に当たって 

⑴ e-Tax ソフト（SP 版）でできること 

① 利用者情報の登録・確認・変更 

申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の「利用者情報」及び税務署

からのお知らせ等を受信する「メールアドレス」の登録・確認・変更ができます。 

※ 法人利用者については、上記のうち、確認機能のみ利用可能です。登録及び変

更は、e-Tax ソフト（WEB 版）から行うことができます。 

② 申請・納税手続 

以下の手続についてデータの作成及び送信を行うことができます。 

・納付情報登録依頼 

・納税証明書の交付請求（署名省略分） 

・徴収高計算書 

納付情報登録依頼メニューでは、税目・納付金額等の納付情報の作成を行います。 

納付情報登録依頼の受信通知から、ダイレクト納付やインターネットバンキング

等を利用して納付することができるほか、e-Tax ソフト（SP 版）以外のソフトを

利用して送信した申告等データの受信通知から、ダイレクト納付をすることもでき

ます。 

③ メッセージボックスの確認 

e-Tax に送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等

をメッセージボックスから確認できます。 

④ 還付金処理状況の確認 

e-Tax を利用して還付申告を行った方は、還付金の処理状況を確認できます。 

なお、還付金の処理状況が確認可能になるのは、e-Tax を利用して還付申告を提

出してから、２週間程度経過した日からとなります。 
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⑵ 利用可能時間 

① e-Tax ソフト（SP 版）の利用可能時間は、e-Tax の利用可能時間と同様です。 

利用可能時間については、「e-Tax の運転状況・利用可能時間 」をご確認ください。 

② ダイレクト納付（即時納付）及びインターネットバンキング等による電子納税は、

e-Tax の利用可能時間内で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼働して

いる時間となりますので、あらかじめご利用の金融機関へ確認してください。 

③ e-Tax からのクレジットカード納付の利用可能時間は、e-Tax の利用時間と同様

です。 

 

⑶ スマートフォン等の推奨環境 

e-Tax ソフト（SP 版）は、以下のＯＳ／ブラウザを推奨環境としています。推奨

環境とは、国税庁において動作を確認した環境です。 

○ 対象 OS／ブラウザ 

機種 OS バージョン ブラウザ 

Android Android Android５.0～6.0 Android Browser 

iPhone iOS iOS6.0～9.3 iOS Safari 

 ※ 平成 28 年 8 月末までに公開され、市場に流通しているバージョンを対象としています。 

 

なお、上記 OS／ブラウザを利用した場合でも端末によっては、一部動作に制約があ

る場合や、正しく動作しない可能性があることにご留意ください。特に画面の描画崩

れは、一部の機種で発生する場合があります。 

また、ご利用の端末のＯＳバージョン、ブラウザ等の確認方法は、機種により操作

が異なりますので、各メーカーへお問い合わせください。 
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⑷ ご利用に当たっての注意事項 

① ブラウザの「戻る」ボタン、「更新」ボタンを使用すると、入力内容が消えてし

まうおそれがありますので、ブラウザのボタンは使用せず、必ず画面内のボタン、

リンクをご使用ください。 

② e-Tax ソフト（SP 版）からログアウトを行わずにタブ（ブラウザ）を閉じる（ブ

ラウザの×をタップする）と、再度 e-Tax ソフト（SP 版）のログイン画面からロ

グインしようとした際に、二重ログインエラーが表示されログインできなくなる場

合があります。そのため、e-Tax ソフト（SP 版）の操作を終了する場合は、必ず

画面上の「ログアウト」ボタンをタップしてください。 

 

（参考）二重ログインエラー画面 

二重ログインを行った場合、「既にログイン済みのため、処理を続行することが

できません。他のウィンドウでログアウトを行える場合は、ログアウトを行ってくだ

さい。ログアウトを行えない場合は、すべてのウィンドウを閉じてから再度処理を行

う必要があります。」というメッセージが表示されます。 

「ОＫ」ボタンをタップしてブラウザを終了した上、再度 e-Tax ソフト（SP 版）

にアクセス後、「利用者識別番号」「暗証番号」を入力し、ログインしてください。 

 

 

※ 上記画面は、二重ログインエラーの解消方法の一例です。ブラウザの終了方法につ

いては、機種により操作が異なりますので、各メーカーへお問い合わせください。 



 

③ iOS8 をご利用の方は値を入力する際に、「確定」をタップせずに予測変換一覧

が表示されている状態のまま「完了」をタップすると値が正常に反映されない場合

があります。そのため、値を入力する際は、必ずキーボード上の「確定」をタップ

して値を確定してから「完了」をタップしてください。 

（参考）予測変換一覧が表示されている状態のまま「完了」をタップした場合 

       

下記の通り「確定」をタップしてから「完了」をタップしてください。 

          

 

⑸ ご利用の流れ 

① 利用者識別番号をお持ちではない場合 

e-Tax ホームページから「開始届出書の作成・提出」を行ってください。 

開始届出書は、e-Tax ホームページの「e-Tax の開始(変更等)届出書作成・提出

コーナー」から提出することが可能です。 

なお、「e-Tax の開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」は e-Tax ソフト（SP

版）と推奨環境が異なりますので、ご利用の際には事前に推奨環境をご確認ください。 

② 利用者識別番号を既にお持ちの場合 

e-Tax ソフト（SP 版）ログイン画面よりログインしてください。
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３ e-Tax ソフト（SP 版）の起動 

⑴ スマートフォン等を使ってe-Taxホームページへアクセスすると、e-Taxホーム

ページの上部に、スマートフォン版で見るというボタンが表示されますので、タップ

します。 

 

 

⑵ スマートフォン等に最適化されたe-Taxホームページが表示されます。 

 

 

e-Tax ソフト（SP 版）へのアクセスは、暗号化通信を利用しますので、ご利用の

スマートフォン等へ暗号化通信に利用するルート証明書のインストールが必要となり

ます。 

【利用端末にルート証明書がインストールされていない方】 

次ページ（Ｐ.8）に記載があるルート証明書のインストールを行ってください。 

ルート証明書インストール後、e-Taxソフト（SP版）はこちらをタップし、「e-Tax

ソフト（SP版）」のログイン画面に進みます。（P.9） 

 

【利用端末にルート証明書がインストール済みの方】 

e-Taxソフト（SP版）はこちらをタップし、「e-Taxソフト（SP版）」のログイン

画面に進みます。（P.9） 
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インストール手順 

 e-Taxホームページで、暗号化通信に利用するルート証明書のインストールが必要

ですをタップします。その後に表示される画面に手順の説明があるので、手順に従っ

てインストールしてください。 

なお、ご利用の端末にルート証明書がインストールされているかどうかについては、

機種により操作が異なりますので、各メーカーへお問い合わせください。 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルート証明書のインストール 
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４ e-Tax ソフト（SP 版）へログイン 

 

○ ログイン画面を表示し、利用者識別番号、暗証番号を

入力しログインをタップします。 

 

○ ログインは完了です。以下のメインメニュー画面が表  

示されます。メインメニュー画面は利用者情報の登録状

況に応じて、画面の内容が異なります。 

 

 

   

 

以降は e-Tax に利用者情報が登録済みか未登録かにより、手順が異なります。 

利用者情報が e-Tax に未登録の場合は、「５(1)利用者情報が e-Tax に未登録の方」

（P.10）に進みます。 

利用者情報が e-Tax に登録済みの場合は、「５(2)利用者情報が e-Tax に登録済みの

方」（P.12）に進みます。 

ログイン画面 

を表示する 

 

ログイン完了 

 

【利用者情報が e-Tax に登録済みの場合】 【利用者情報が e-Tax に未登録の場合】 
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５ 利用者情報の登録・確認・変更 

 

⑴ 利用者情報が e-Tax に未登録の方 

ここでは、e-Taxに利用者情報を登録する手順を説明します。 

 

○ 利用者情報の登録を行う必要があります。 

利用者情報をタップします。 

 
 

○ 氏名等の情報を入力し、次へをタップします。 

 

 

 

 

 

  

利用者情報を登録する 

氏名等の入力 
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○ 納税地等の情報を入力し、登録をタップします。 

 
 

○ 利用者情報の登録が完了しました。 

利用者情報へをタップすると登録した内容の確認・ 

変更を行うことができます。 

利用者情報の登録内容の確認・変更を行いましたら、

「6-1 申請・納税手続の作成」（P.14）に進みます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納税地等の入力 

利用者情報登録完了 
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⑵ 利用者情報が e-Tax に登録済みの方 

ここでは、登録済みの利用者情報の確認・変更を行う手順を説明します。 

利用者情報の登録内容の確認・変更が必要ない方は「6-1 申請・納税手続データ

の作成」（P.14）に進みます。 

 

○ 利用者情報の確認・変更を行います。 

利用者情報をタップします。 

 

○ e-Taxに登録した「氏名等」「納税地等」「メールア

ドレス等」の確認・変更や、「暗証番号」「納税用確認

番号等」の変更を行うことができます。 

確認・変更したい項目をタップします。登録が完了

している項目については「済」と表示されます。 

    

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者情報を確認する 

確認項目の選択 



 

○ e-Taxに登録済みの内容が表示されますので、確認

してください。 

変更が必要な場合は、変更したい内容に訂正しOKを

タップします。（以下の画面はメールアドレス等を確

認・変更した場合の例です） 

 
 

○ 利用者情報の確認・変更が完了しました。 

「6-1 申請・納税手続データの作成」（P.14）に進み

ます。 

 

確認・変更の完了 

 

確認・変更 
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６ 申請・納税手続 

６-１ 申請・納税手続データの作成 

ここでは、申請・納税手続データを作成する手順を説明します。 

納付情報登録依頼を作成する場合は、「(1)納付情報登録依頼を作成する方」に進みます。 

納税証明書の交付請求（署名省略分）を作成する場合は、「(2) 納税証明書の交付請求

（署名省略分）を作成する方」（P.21）に進みます。徴収高計算書を作成する場合は、「(３)

徴収高計算書を作成する方」（P.33）に進みます。 

(1)  納付情報登録依頼を作成する方 
 

○ メインメニュー画面を表示し、申請・納税をタップ

します。 

 

 

○ 納付情報登録依頼をタップします。 

 

  

メインメニュー画面 

納税手続の選択 
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○ 提出先税務署をタップします。 

 

 

 

○ 利用者情報に登録済みの所轄税務署が初期表示され

ます。 

内容を確認の上、必要に応じて変更を行ってください。

提出先が表示されましたらOKをタップします。 

 
  

提出先の確定 

 

提出先の確認 
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○ 内容の作成をタップします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 税目をタップ後に、税目を選択してください。 

（以下の画面は税目に申告所得税及復興特別所得税を選

択した例です。） 

 

  

内容の作成 

税目の選択 
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○ 課税期間・申告区分をタップ後に、課税期間・申告

区分を選択してください。（課税期間、申告区分を選択

する画面は、選択した税目によって表示内容が異なり

ます。） 

 

 

（P.19へ続きます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税期間・申告区分選択 
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（参考１）課税期間・申告区分一覧 

○ 課税期間の入力項目 

選択税目 課税期間（自）の入力 課税期間（至）の入力 

申告所得税、申告所得税

及復興特別所得税 

年を入力 

※ 月・日は入力不要 
なし（非表示） 

法人税、復興特別法人税 年・月・日を入力 年・月・日を入力 

消費税及地方消費税 年・月・日を入力 年・月・日を入力 

相続税 年・月・日を入力 なし（非表示） 

贈与税 
年を入力 

※ 月・日は入力不要 
なし（非表示） 

源泉所得税、 

源泉所得税及復興特別

所得税（告知分） 

年・月を入力 

※ 日は入力不要 

年・月を入力 

※ 日は入力不要 

（納期の特例を受けてい

ない場合は空欄） 

 

○ 申告区分の選択項目 

選択税目 
予定 

１期 

予定 

２期 

中間 

申告 

確定 

申告 

修正 

申告 
更正 決定 告知 予納 

申告所得税、申告所得税

及復興特別所得税 
○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － 

法人税、復興特別法人税 － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 

消費税及地方消費税 － － ○ ○ ○ ○ ○ － － 

相続税 － － － ○ ○ ○ ○ － ○ 

贈与税 － － － ○ ○ ○ ○ － － 

源泉所得税、 

源泉所得税及復興特別

所得税（告知分） 

－ － － － － － － ○ － 

（注）課税期間及び申告区分一覧は、主な税目を記載しております。実際の操作におい

ては、上記の税目にかかわらず、全税目の納付情報について登録が可能です。 
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○ 納付額をタップ後に、納付額を入力してください。 

入力した内容を自動的に計算し、合計欄に最終的な納

付額が表示されますので、確認してください。（納付額

を入力した画面は、選択した税目によって表示内容が異

なります。） 

 

 

○ 内容の作成が終わりましたら、OKをタップしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付額の入力 

納付額の確定 
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○ これで、提出先税務署等、納付内容が確定しました。

納付情報登録依頼の作成は完了です。次へをタップし

てください。続いて「６-２ 受付システムへの送信、

受信通知の確認」（P.45）へ進みます。 

 

 
  

納付情報の確定 
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(2)  納税証明書の交付請求（署名省略分）を作成する方 
 

○ メインメニュー画面を表示し、申請・納税をタップ

します。 

 

 

○ 納税証明書の交付請求（署名省略分）をタップしま

す。 

 

※法人番号が未登録の場合は、以下の 

注意メッセージが表示されます。 

（未入力でも、納税証明書の申請は行う 

ことが可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインメニュー画面 

申請手続の選択 
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○ 提出先税務署をタップします。 

 

 

○ 利用者情報に登録済みの所轄税務署が初期表示され

ます。 

内容を確認の上、必要に応じて変更を行ってください。

提出先が表示されましたらOKをタップします。 

 
 

○ 内容の作成をタップします。 

 

 

提出先の確認 

内容の作成 

提出先の確定 
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○ 請求方法を選択し、次へをタップします。 

※個人の利用者の場合のみ表示され、法人の利用者の

場合は次の画面（来署予定日、連絡先の入力）へ進

みます。 

※代理で納税証明書交付請求（署名省略分）を行う場

合は「（参考2）代理で納税証明書を請求する場合」

（P.29）を参照してください。 

 

 

○ 来署予定日、連絡先の入力をタップ後に、来署予定

日、連絡先を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

来署予定日、連絡先の入力 

請求方法の選択 
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○ 証明書の種類の選択、入力をタップ後に、申請を行

う納税証明書の種類を選択してください。 

※e-Taxソフト（SP版）で申請可能な納税証明書につ

いては「（参考3）申請可能な納税証明書の一覧」

（P.30）を参照してください。（なお、入力が完了し

ている証明書の種類については「済」と表示されます。

申請しない証明書の種類については「済」が表示され

ないままで次の操作が可能です。） 

※以降の画面は「その１：納付税額の証明」を選択した

例です。 

 

 

○ 税目をタップ後に、税目を選択してください。 

 

 

証明書の種類の選択、入力 

税目の選択 
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○ 証明を受けようとする国税の年度をタップ後に、証

明を受けようとする国税の年度を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 証明を受けようとする事項をタップし、「納付すべき

税額」「納付税額」「未納税額」以外に必要がある場合

には、証明を受けようとする事項を選択してください。 

 

  

証明を受けようとする国税

の年度の入力 

証明を受けようとする 

事項の選択 
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○ 証明書の請求枚数をタップ後に、証明書の請求枚数

を入力してください。 

 

 

 

 

○ 分割発行区分をタップ後に、各年度ごとに別々に証

明書を発行する場合には「各年度ごとに発行する」を

選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

証明書の請求枚数の入力 

分割発行区分の選択 
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○ 納税証明書の請求に必要な情報の入力が完了しまし

たら、OKをタップしてください。 

 

 

 

○ 証明書の使用目的の選択をタップ後に、今回請求を

行う納税証明書の使用目的を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

  

証明書の使用目的の選択 

証明書の種類の選択、入力

の完了 
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○ 納税証明書の請求に必要な情報の入力が完了しまし

たら、OKをタップしてください。 

 

 

 

 

○ これで、提出先税務署等、申請の内容が確定しまし

た。納税証明書の交付請求（署名省略分）の作成は完

了です。次へをタップしてください。続いて「６-２ 受

付システムへの送信、受信通知の確認」（P.45）へ進

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

内容の作成の完了 

申請情報の確定 
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（参考 2）代理で納税証明書を請求する場合 

 

○ 代理人として納税証明書交付請求（署名省略分）を

行う場合は、納税証明書の交付を受ける方の氏名、納

税地等の入力が必要となります。 

（以下の画面は代理で「個人の納税証明書を請求する」

を選択した例です。） 

 

「個人の納税証明書を請求する」        「法人の納税証明書を請求する」 

を選択した場合の入力画面。          を選択した場合の入力画面。 

          

 

 

 

※法人番号が未入力の場合は、以下の 

注意メッセージが表示されます。 

（未入力でも、納税証明書の申請は行う 

ことが可能です。） 

 
 

 

 

 

氏名、住所等の入力 
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（参考 3）申請可能な納税証明書の一覧 

人格 納税証明書の種類 税目 

個人 

納税証明書(その１) 

申告所得税及復興特別所得税 

消費税及地方消費税 

源泉所得税及復興特別所得税（強制徴収分） 

源泉所得税（強制徴収分） 

相続税 

贈与税 

酒税 

たばこ税 

たばこ税及たばこ特別税 

石油石炭税 

電源開発促進税 

揮発油税及地方揮発油税 

石油ガス税 

自動車重量税（強制徴収分） 

航空機燃料税 

印紙税（申告・強制徴収分） 

登録免許税（強制徴収分）   

納税証明書(その２) 申告所得税及復興特別所得税 

納税証明書(その３) 

申告所得税及復興特別所得税 

消費税及地方消費税 

源泉所得税及復興特別所得税（強制徴収分） 

相続税 

贈与税 

酒税 

たばこ税及たばこ特別税 

石油石炭税 

電源開発促進税 

揮発油税及地方揮発油税 

石油ガス税 

自動車重量税（強制徴収分） 

航空機燃料税 

印紙税（申告・強制徴収分） 

登録免許税（強制徴収分） 

納税証明書(その３の２) 
申告所得税及復興特別所得税・消費税及地

方消費税 

納税証明書(その４) - 

 

 

30 

 



人格 納税証明書の種類 税目 

法人 

納税証明書(その１) 

法人税 

消費税及地方消費税 

源泉所得税及復興特別所得税（強制徴収分） 

源泉所得税（強制徴収分） 

地方法人税 

復興特別法人税 

法人税（連結納税） 

地方法人税（連結納税） 

復興特別法人税（連結納税） 

相続税 

贈与税 

酒税 

たばこ税 

たばこ税及たばこ特別税 

石油石炭税 

電源開発促進税 

揮発油税及地方揮発油税 

石油ガス税 

自動車重量税（強制徴収分） 

航空機燃料税 

印紙税（申告・強制徴収分） 

登録免許税（強制徴収分） 

納税証明書(その２) 
法人税 

法人税（連結納税） 

納税証明書(その３) 

法人税 

消費税及地方消費税 

源泉所得税及復興特別所得税（強制徴収分） 

地方法人税 

復興特別法人税 

相続税 

贈与税 

酒税 

たばこ税及たばこ特別税 

石油石炭税 

電源開発促進税 

揮発油税及地方揮発油税 

石油ガス税 

自動車重量税（強制徴収分） 

航空機燃料税 

印紙税（申告・強制徴収分） 
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登録免許税（強制徴収分） 

納税証明書(その３の３) 法人税・消費税及地方消費税 

納税証明書(その４) - 
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(3)  徴収高計算書を作成する方 
○ メインメニュー画面を表示し、申請・納税をタップ

します。 

 

 

○ 徴収高計算書を提出するをタップした後、提出を行

う徴収高計算書をタップしてください。 

 

 

  

メインメニュー画面 

申請手続の選択 
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※e-Taxソフト（SP版）で作成可能な徴収高計算書に

ついては「（参考５）申請可能な徴収高計算書の一覧」

（P.44）を参照してください。 

※以降の画面は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高

計算書(一般)」を作成する場合の例です。 

 

※法人番号が未登録の場合は、以下の 

注意メッセージが表示されます。（未入力

でも、徴収高計算書の申請は行うことが可

能です。） 

 

 

 

 

 

 

○ 提出先税務署をタップします。 

 
 

○ 利用者情報に登録済みの所轄税務署が初期表示され

ます。 

内容を確認の上、必要に応じて変更を行ってください。

提出先が表示されましたらOKをタップします。 

 

提出先の確認 

提出先の確定 
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○ 内容の作成をタップします。 

 

 

 

○ 納期等の区分及び区分の選択をタップし、納期等の

区分、区分を表示してください。 

（内容の作成画面は、選択した徴収高計算書によって

表示内容が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の作成 

納期等の区分及び区

分の選択 
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○ 納期等の区分をタップ後に申請を行う支払年月を選

択してください。 

 
 

 

○ 区分をタップ後に申請を行う「区分」を選択してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

納期等の区分の選択 

 

区分の選択 
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○ 支払年月日・人員・支給額・税額の入力をタップ後

に、「支払年月日」・「人員」・「支給額」・「税額」を入力

してください。 

入力した内容を自動的に計算し、合計額に最終的な納付

額が表示されますので、確認してください。 

（内容の作成画面は、選択した徴収高計算書によって表

示内容が異なります。） 

 

 

○ 会計年度をタップ後に申請を行う会計年度を選択し

てください。作成時の年度が初期表示されます。 

 

 

 

 

支払年月日・人員・支

給額・税額の入力 

会計年度の選択 
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○ 納期等の区分をタップ後に申請を行う納期等の区分

を確認してください。「納期等の区分の選択」において

選択した納期等の区分が表示されます。 

 
 

 

○ 区分をタップ後に申請を行う区分についてタップし、

内容を入力してください。「区分の選択」において選択

した区分が初期表示されます（図は俸給・給料等を選

択した場合の例です。）。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納期等の区分の確認 

 

区分の入力 
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○ 支払年月日をタップ後に申請を行う会計年度を選択

してください。「納期等の区分の選択」において選択し

た年月が初期表示されます。 

 

 

 

○ 人員をタップ後に申請を行う人員を入力してくださ

い。 

 

 

 

○ 支給額をタップ後に申請を行う支給額を入力してく

ださい。 

 

 

 

 

 

支払年月日の選択 

 

人員の入力 

 

支給額の入力 
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○ 税額をタップ後に申請を行う税額を入力してくださ

い。 

 

 

○ 年末調整による不足税額（04）をタップ後に申請を

行う税額を入力してください。 

 
 

 

 

○ 年末調整による超過税額（05）をタップ後に申請を

行う税額を入力してください。 

 

 

 

 

 

税額の入力 

 

年末調整による不足

税額の入力 

 

年末調整による超過

税額の入力 
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○ 本税をタップ後に申請を行う本税を確認してくださ

い。（入力した内容を自動的に計算した税額が表示され

ますので、確認してください。） 

 
 

 

○ 延滞税をタップ後に申請を行う税額を入力してくだ

さい。 

 

 

 

 

○ 合計額をタップ後に申請を行う合計額を確認してく

ださい。（入力した内容を自動的に計算し、最終的な納

付額が表示されますので、確認してください。） 

 
 

 

 

 

 

 

本税の確認 

 

延滞税の入力 

合計額の確認 
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○ 摘要をタップ後に必要な摘要欄の情報を入力してく

ださい。 

※定型文の利用方法については「（参考４）徴収高計算

書の摘要入力の際に定型文を使用する場合」（P.43）

を参照してください。 

 

 

 

○ 所得税徴収高計算書用紙の送付の要否をタップ後に

所得税徴収高計算書用紙の送付の要否について選択し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘要の入力 

 

所得税徴収高計算書

用紙の送付の要否 
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○ 徴収高計算書の提出に必要な情報の入力が完了しま

したら、OKをタップしてください。 

 

 

 

○ これで、提出先税務署等、申請の内容が確定しまし

た。徴収高計算書の作成は完了です。次へをタップし

てください。続いて「６-２ 受付システムへの送信、

受信通知の確認」（P.45）へ進みます。 

 

（参考 4）徴収高計算書の摘要入力の際に定型文を使用する場合 

 

○ 摘要の入力を行う場合は、定型文を使用することが

できます。使用する定型文を選択後、「入力」をタップ

してください。 

（以下の画面は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高

計算書(一般)」の場合の例です。） 

摘要の入力 

内容の作成の完了 

申請情報の確定 
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（参考 5）申請可能な徴収高計算書の一覧 

徴収高計算書名 e-Taxソフト（SP版）での表示名 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(一般) 

(一般)給与所得・退職所得等の所得税徴収高

計算書 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

(納期特例分) 

(納期特例分)給与所得・退職所得等の所得税

徴収高計算書 

報酬・料金等の所得税徴収高計算書 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 

利子等の所得税徴収高計算書 利子等の所得税徴収高計算書 

配当等の所得税徴収高計算書 配当等の所得税徴収高計算書 

定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計

算書 

定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高

計算書 

非居住者・外国法人の所得についての所得税

徴収高計算書 

非居住者・外国法人の所得についての所得税

徴収高計算書 

償還差益の所得税徴収高計算書 償還差益の所得税徴収高計算書 

上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金

額及び源泉徴収選択口座内配当等又は未成年

者口座等において契約不履行等事由が生じた

場合の所得税徴収高計算書 

上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得

金額及び源泉徴収選択口座内配当等又は未

成年者口座等において契約不履行等事由が

生じた場合の所得税徴収高計算書 

割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収

高計算書 

割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴

収高計算書 
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６-２ 受付システムへの送信、受信通知の確認 

⑴ 受付システムへの送信 

○ 送信する手続の内容が表示されます。内容を確認し、

送信をタップします。 

※以降の画面は納付情報登録依頼の例です。 

 

○ 送信前メッセージを確認し、はいをタップします。 

 

○ データの送信が完了すると、「即時通知」が表示され  

ます。続いて送信結果の確認をタップしてください。 

 

即時通知の確認 

送信の確認 

受付システムへの送信 
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※「即時通知」は再表示できないため、ご自身のメールへ転送されること（P.49）をお

勧めします。 

 

○ 受信通知を確認するために、メッセージボックス 

一覧をタップしてください。 

 
 

○ メッセージボックス一覧画面が表示されます。 

先ほど送信した申請・納税手続のメッセージを 

タップしてください。 

 

※ メッセージボックス一覧の確認は、「メインメニュー」の「送信結果・お知らせ」 

から確認することが可能です。（P.56） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセージボックス 

一覧へ 

受信通知の選択 
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⑵ 受信通知の確認 

 

○ 送信した申請・納税手続の内容が受信通知として表

示されます。 

※納付情報登録依頼の受信通知の場合、この画面から

納付を行うことが できます。なお、ダイレクト納付

を利用されていない方には「今すぐに納付される方」、

「納付日を指定される方」ボタンが表示されません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

受信通知の確認 

 

（納付情報登録依頼の場合） 

（納税証明書の交付請求（署名

省略分）の場合） 
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【納付を行う方】 

以降の納付を行う場合については、納付手段によって手順が異なります。 

ダイレクト納付で今すぐに納付される方は「6-3(1)ダイレクト納付（今すぐに納

付される方）」（P.50）に進みます。 

ダイレクト納付で納付日を指定される方は「6-3(2)ダイレクト納付（納付日を

指定される方）」（P.52）に進みます。 

ATM やインターネットバンキング、モバイルバンキングを利用になる方は

「6-3(3) インターネットバンキング等を利用した納付」（P.54）に進みます。 

クレジットカード納付を利用になる方は「6-3(4) クレジットカードを利用した

納付」（P.54）に進みます。 

なお、電子納税をご利用の際は、e-Tax の利用可能時間内で、かつ、納税手続

を行う金融機関のシステムが稼働している時間となりますので、あらかじめご利用

の金融機関へ確認してください。 

 

【納税証明書を取得する方】 

納税証明書の交付請求（署名省略分）の受信通知に記載されている、提出先の税

務署の窓口へ、本人確認書類を持参のうえお越しください。 
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（参考）即時通知のメール転送機能の活用方法 

○ 即時通知は再表示できませんので、メールへ転送し  

て保存することをお勧めします。 

データの送信が完了すると「即時通知」が表示され   

ますので、メールへ転送をタップします。 

 
○ メール転送画面については、ご利用の機種とメー

ラーにより異なります。以降の画面はサンプルです。 

  

○ メールの宛先等を入力して送信し、受信先のメール

から、データをパソコン等に保存します。 

 

即時通知のメール転送 

 

メール転送 

 

メール送信 
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 ６-３ 納付 

⑴ ダイレクト納付（今すぐに納付される方） 

ここでは、ダイレクト納付で今すぐに納付する手順を説明します。 

なお、ダイレクト納付を行うためには、事前にダイレクト納付利用届出書を書面に

て所轄の税務署に提出しておく必要があります。 

（ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで、1か月程度かかり 

ます。ダイレクト納付の利用が可能となった方には、メッセージボックスに「ダイレ

クト納付登録完了通知」が格納されます。） 

※ このマニュアルでは、e-Taxソフト（SP版）で納付情報登録依頼を送信し、ダイ

レクト納付をする場合の遷移について説明していますが、e-Taxソフト（SP版）以

外のソフトを利用して送信した申告等データの受信通知から、ダイレクト納付を行

うこともできます。 

 

○ 受信通知画面で、今すぐに納付される方をタップし

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今すぐ納付 
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○ 納付内容を確認します。 

確認ができたら上記内容を確認済みにチェックを入

れ、納付をタップします。 

 
 

 

○ 以上で納付指示が完了です。納付が完了しましたら、

受信通知（納付区分番号通知）がメッセージボックス

に格納されますので、ご確認ください。 

 

納付指示 

納付指示完了 
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⑵ ダイレクト納付（納付日を指定される方） 

ここでは、ダイレクト納付で納付日を指定して納付する手順を説明します。 

なお、ダイレクト納付を行うためには、事前にダイレクト納付利用届出書を書面に

て所轄の税務署に提出しておく必要があります。 

（ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで、1か月程度かかり

ます。ダイレクト納付の利用が可能となった方には、メッセージボックスに「ダイレ

クト納付登録完了通知」が格納されます。） 

※ このマニュアルでは、e-Taxソフト（SP版）で納付情報登録依頼を送信し、ダイ

レクト納付をする場合の遷移について説明していますが、e-Taxソフト（SP版）以

外のソフトを利用して送信した申告等データの受信通知から、ダイレクト納付を行

うこともできます。 

 

○ 受信通知画面で、納付日を指定される方をタップし

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付日指定 
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○ 納付の内容が確認できましたら、納付日を指定し、

上記内容を確認済みにチェックを入れ、納付をタップ

します。 

 
○ 以上で納付指示が完了です。納付が完了しましたら、

受信通知（納付区分番号通知）がメッセージボックス

に格納されますので、ご確認ください。 

 

納付指示 

納付指示完了 
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⑶ インターネットバンキング等を利用した納付 

ここでは、ATMやインターネットバンキング、モバイルバンキングを利用して納付

する手順を説明します。 

なお、インターネットバンキング、モバイルバンキングは、利用する金融機関との

間で、あらかじめ利用契約を行っておく必要があります。 

 

○ インターネットバンキング、モバイルバンキング、

ATMで納付を行う方は、ここで表示されている各種情

報を基に納付を行ってください。 

この画面から直接インターネットバンキングを利用

して納付を行う方は、インターネットバンキングを

タップします。 

 

 
 

 

なお、インターネットバンキングをタップ後は外部のサイトにリンクします。ご

利用の金融機関を選択の上、インターネットバンキングで納付を行ってください。 

  

納付区分番号等の確認 

インターネットバンキングへ 
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⑷ クレジットカードを利用した納付 

ここでは、クレジットカードを利用して納付する手順を説明します。 

クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を

利用して、納付受託者が運営する国税のインターネット納付専用サイトである｢国税ク

レジットカードお支払サイト｣での手続により、納付受託者へ国税の納付を委託する手

続です。 

クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります。 

※ 決済手数料は、国の収入になるものではありません。 

なお、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American 

Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。 

 

○ クレジットカードを利用して納付を行う方は、受信

通知画面のクレジットカード納付をタップします。 

 

 

 

 

クレジットカード納付をタップ後は国税クレジットカードお支払サイトにリン

クします。国税クレジットカードお支払サイトの注意事項等を確認の上、納付委託

手続を行ってください。 

なお、国税のクレジットカード納付手続は、e-Taxから｢国税クレジットカード

お支払サイト｣にアクセスする方法のほか、国税庁ホームページからアクセスする

方法もあります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 

  

納付金額等の確認 

クレジットカード納付へ 
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７ メッセージボックスの確認 

 

○ ログイン画面を表示し、利用者識別番号、暗証番号

を入力しログインをタップします。 

 

 

○ 送信結果・お知らせをタップします。 

 

 

○ メッセージボックス一覧をタップします。 

 
 

  

ログイン画面 

を表示する 

 

メニューの選択 

メッセージボックス一覧へ 
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○ メッセージボックス一覧画面が表示されるので、  

確認したいメッセージをタップします。 

 
 

 

 

○ メッセージボックスの内容が確認できます。 

 

 

メッセージボックス 

一覧の表示 

メッセージボックス 

の確認 

57 

 



８ 還付金処理状況の確認 

 

○ ログイン画面を表示し、利用者識別番号、暗証番号

を入力しログインをタップします。 

 

 

○ 送信結果・お知らせをタップします。 

 

 

○ 還付金処理状況確認をタップします。 

 
 

  

ログイン画面 

を表示する 

 

メニューの選択 

還付金処理状況確認へ 

58 

 



 

 

○ 還付金処理状況が確認できます。 

 
 

還付金処理状況の確認 

59 

 



巻末参考資料 サイドメニュー 

 e-Tax ソフト（SP 版）では、ログイン後の各画面にてサイドメニューを利用する

ことができます。 

サイドメニューは、ログイン後に表示されるメインメニュー画面と同等の機能を

持っており、各メニューへすぐにアクセスすることができます。 

また、各種ガイドやログアウト操作も、サイドメニューから実行可能です。 

 

 

     

  

サイドメニュー呼び出し 
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e-Tax ホームページでは、利用開始の手続、e-Tax ソフトの操作方法、よくある質問（Ｑ＆

Ａ）など、e-Tax に関する最新の情報についてお知らせしていますので、是非ご覧ください。 

 

 

 

月曜日～金曜日 8 時 30 分～24 時 

（祝日等及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除きます。） 

※ 確定申告期等は利用可能時間が拡大されます。 

 
 

e-Tax 利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステムが稼働している時間 

 

 

e-Tax の利用開始のための手続、e-Tax ソフト、確定申告書等作成コーナー及びその利用の

ためのパソコンやスマートフォン等の操作に関するお問い合わせに、電話で対応する専用窓口で

す。 

（注）申告の内容に関してのご相談（税務相談）は、最寄りの税務署をご利用ください。 

【電話番号】 ナビダイヤル （全国一律市内通話料金）告の内容に関してのご相談（税務相談）

は、最寄りの税務署をご利用ください。 

０５７０－０１
 e

－５９０１
コ ク ゼ イ

 

※ 電話番号は、ナビダイヤル(０５７０)を省略せずに、お間違えのないよう十分にご確認の

上、おかけください。なお、ご利用の電話機によっては、上記ナビダイヤルに繋がらない場

合があります。繋がらない場合には、次の電話番号にお掛けください。 

０３－５６３８－５１７１（通常通話料金） 

【ヘルプデスクの受付時間】 

月曜日～金曜日（祝日等及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く。） 9 時～17 時 

※ 確定申告期等は受付時間が拡大されます。   

e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp） 

e-Tax の利用可能時間 

電子納税の利用可能時間 

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 
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